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第1章 東松山市下水道事業経営戦略策定にあたって 

 

1.1. 東松山市下水道事業経営戦略策定の趣旨 

私たちの家庭から排出される汚水・雑排水、工場からの排水などを地下に埋設されている下

水道管に流入させ、それを衛生的に処理して河川に放流するシステムを下水道と呼びます。 

本市の下水道事業は、昭和 46 年 3 月に建設事業に着手し、昭和 52 年 5 月には市野川処

理区、昭和 59 年 3 月には高坂処理区の供用を開始し、水環境の保全や快適で安全な生活環境

の確保に努めてきました。 

一方で、人口減少社会による水洗化人口の減少や節水機器の普及により使用料収入は将来

的には減少傾向になると予測されます。また、施設の老朽化も進んでおり、今後、大規模な改築・

更新が必要となるなど、昨今の下水道を取り巻く状況は大きく変化してきています。 

経営環境が厳しさを増す中で、中長期的な視点に立った経営を行うため、令和 2 年度に東松

山市下水道事業経営戦略の初版を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図って

います。 

  

1.2. 東松山市下水道事業経営戦略の改定 

今回の改定は、経営戦略に沿った取り組み等の状況を踏まえつつ、PDCA サイクルを通じて

質を高め、持続可能なサービスを提供するために下記の事項等について投資・財政計画に盛り

込み、見直しを行ったものです。 

(1)今後の人口減少等を加味した使用料収入の反映 

(2)処理場等施設の老朽化による修繕費用や改築・更新費用の増加を反映 

(3)物価上昇による委託料や動力費等の維持管理費の上昇傾向を反映 

(4)収支を維持する上で必要となる対応策の検討 

地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する公営企業は、将来にわたって安

定的に事業を継続することが求められています。下水道事業の現状における課題を整理し、経

営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図り、将来にわたりサービスの提供を安定的に継続

するため、経営戦略を改定します。 

 

1.3. 東松山市下水道事業経営戦略計画期間 

東松山市下水道事業経営戦略（以下、「経営戦略」という。）の計画期間は令和 8（２０２６）年度

から令和 1７（203５）年度の 10 年間とします。 

 

計画期間：令和８（202６）年度～令和 1７（203５）年度 10 年間 
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第2章 東松山市下水道事業運営の現状と課題 

2.1. 施設概要 

本市の公共下水道は、昭和 46 年 3 月に建設事業に着手し、東松山駅周辺を中心とした市野

川処理区は昭和 52 年 5 月に、高坂駅周辺を中心とした高坂処理区は昭和 59 年 3 月に供用

を開始し、供用開始から 4８年を経過しています。 

汚水の排除方式は、汚水と雨水を同一の管路で排除する「合流式」を市野川処理区の一部で

採用し、その他の地区では、汚水と雨水を別々の管路で排除する「分流式」を採用しています。 

市野川処理区は、山崎町にある市野川浄化センターで、高坂処理区は、宮鼻にある高坂浄化セ

ンターで流入下水を処理しています。 

その他の施設として、汚水を圧送するための新江川第一下水中継ポンプ場及び雨水を排水す

るための市野川雨水ポンプ場があります。 

公共下水道施設概要は表 2-1 のとおりです。 

 

 表 2-1 下水道施設概要 

項目 
下水道施設概要 

市野川処理区 高坂処理区 

事業着手年度 昭和 46 年度 昭和 53 年度 

供用開始年月日 昭和 52 年 5 月 1 日 昭和 59 年 3 月 31 日 

終末処理場名称 市野川浄化センター 高坂浄化センター 

排除方式 合流式・分流式 分流式 

ポンプ場 
新江川第一下水中継ポンプ場 

市野川雨水ポンプ場 
なし 

整備済面積 670.47ha 383.42ha 

 

 

図 2-1 市野川浄化センター            図 2-2 高坂浄化センター 
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2.2. 下水道事業の現状と計画 

２．２．１．人口と有収水量の推移 
本市の行政区域内人口及び処理区域内人口の推移を図 2-3 に示します。 

処理区域内人口は、汚水管の整備により令和 9 年度まで増加しますが、その後は行政区域内

人口の減少に伴い緩やかに減少する見込みです。なお、人口普及率（処理区域内人口÷行政区域

内人口）は現在、5４％程度ですが、令和１１年度に６０％程度まで増加する見込みです。 

 

図 2-3 行政区域内人口と処理区域内人口の推移 

 

また、水洗化人口は汚水管の整備により、令和 1２年度まで増加し、その後は、処理区域内人

口の減少に伴い減少する見込みです。なお、水洗化率（水洗化人口÷処理区域内人口）は現在、 

９８％ですが、処理区域内人口が増加することから一時的に低下した後、令和 17 年度には

100％に近づく見込みです。 

 
図 2-4 処理区域内人口と水洗化人口の推移 
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次に、有収水量と処理区域内人口の推移を図 2-5 に示します。 

有収水量は、処理区域内人口の増加より令和 1２年度までは増加の見込みですが、その後は

処理区域内人口の減少に伴い、令和 5７年度には令和６年度と比べて 12.1％減少する見込み

です。 

なお、有収水量の減少は、下水道使用料収入の減少につながり、事業経営に多大なる影響を

与えます。 

 

図 2-5 有収水量と処理区域以内人口の推移 
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２．２．２．下水道施設の状況 
ここでは、本市の下水道施設の現状と今後取り組むべき事項について示します。 

 

①汚水管の整備 

汚水管の整備については、東松山市公共下水道全体計画の汚水処理区域における汚水処理

施設整備率 100％を目標とし、快適な市民生活の充実を目指し、整備を進めています。 

令和６年度末時点で 1,053.9ha の整備が完了しており、松葉町三丁目・四丁目、美土里町、

和泉町地区、殿山町及び沢口町で新規汚水管の整備を進めています。 

 

図 2-6 汚水整備状況 

  

②雨水管渠の整備 

雨水管渠の整備については、令和６年度末時点で６６㎞の管渠の整備が完了しています。 

また、市野川雨水ポンプ場を平成 8 年 3 月に稼働開始し、浸水被害の改善も見られています。 

近年では令和元年度～令和 2 年度にかけて和泉町地区に雨水調整池を築造しました。 

今後は、和泉町地区の雨水管渠の整備を進めるとともに、市内において浸水が課題となって

いる箇所の浸水対策を進めていきます。 

 

    



 

6 

 

③施設の老朽化等の状況 

本市の下水道施設は管路施設が約 303 ㎞（令和６年度末）、ポンプ場 2 箇所、マンホールポ

ンプ 13 箇所、浄化センター2 箇所が整備済みです。 

供用開始後の経過年数は、市野川浄化センターは 48 年、高坂浄化センターは 41 年となっ

ており、老朽化への対策が求められている状況です。 

計画的に維持管理及び改築・更新を実施するため、令和元年度に下水道ストックマネジメント

全体計画、令和７年度に下水道ストックマネジメント実施計画第２期を策定しました。これら計画

に基づき、改築・更新及び耐震診断・改修を進めていく予定です。 

なお、経営戦略計画期間内（令和８年度～令和１７年度）に改築・更新を予定している主な施設

は、表２‐2 のとおりです。 

また２つの浄化センターについて、老朽化した施設をそれぞれ維持していくことは、費用面で

大きな負担が生じることから、高坂浄化センターの水処理機能等を市野川浄化センターへ統合

することを予定しています。 

 

表 2-2 改築・更新予定 

   

施設 内容

市野川浄化センター ・塩素消毒設備更新

・塩素混和池等耐震化

・沈砂池ポンプ棟耐震化

・耐震診断（汚泥処理棟、管廊、水処理施設等）

・管理棟本館前管渠更新

高坂浄化センター ・無停電電源装置（非常照明用）蓄電池更新

新江川第一下水中継ポンプ場 ・電気設備更新

・受変電設備更新

・自動除塵機更新

市野川雨水ポンプ場 ・沈砂池ポンプ室等耐震化

・電気設備更新

・自動除塵機更新

・雨水ポンプ用エンジン更新

管渠・マンホール ・管渠更生

・マンホール鉄蓋更新
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２．２．３．経営の状況 
ここでは、平成 2７年度から令和６年度までの 10 年間における、下水道事業の経営状況につ

いて分析を行います。 

本市の下水道事業は、平成 30 年度までは官公庁会計（特別会計）により事業運営を行ってい

ましたが、令和元年度より地方公営企業法における法適用事業となり、公営企業会計に移行を

しました。 

地方公営企業法の適用により、企業としての経営成績を表す損益計算書、保有資産や負債の

状況を表す貸借対照表などの財務諸表を作成しておりますので、経営状況の把握・経営分析が

可能となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会計方式の違い＞ 

平成 30 年度までの官公庁会計方式との違いから、令和元年度以降は次のように金額の捉え方が

異なります。 

 

●使用料収入や維持管理費について 

平成 30 年度までは税込みで現金による収入及び支出額の表示となりますが、令和元年度以降は

税抜きで、収入については調定額となります。 

●資本費について 

対象経費が平成 30 年度までは［企業債利息＋企業債元金］でしたが、令和元年度以降は［企業債

利息＋減価償却費（長期前受金戻入を除く）］になります。 

 

 なお、地方公営企業法を適用する前年度の平成 30 年度は、打切決算を行っているため、他の年度

に比べて金額が小さくなっています。 

 

※打切決算：地方公営企業法を適用する事業が、適用日の前日をもって従前の特別会計の会計年度

を終了させる決算のことです。 

従前の決算では、当該年度の年度末（３月 31 日）に確定した債権債務について、未収・

未払いの整理を行う出納整理期間（5 月 31 日まで）が設けられていますが、打切決算

の場合、適用日前日の属する会計年度の出納を、適用日前日（3 月 31 日）をもって閉

鎖するため、年度末までに収入や支払いが終わらなかったものは、決算に含まれていな

いため、他の年度より金額が小さくなっています。 
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① 維持管理費 
令和６年度における維持管理費は、約１０億円となっています。維持管理費のうち、7 割を処

理場費が占めており、令和６年度は約７億円となりました。維持管理費については、施設の老朽

化に伴い修繕費が増加、また物価高騰により委託料や動力費が増加しており、今後の更なる増

加が懸念されています。 

 

図 2-7 維持管理費の推移状況 

 

② 資本費 
令和６年度における資本費は、約 4 億６,000 万円となっています。近年は企業債の償還が

進み、減少傾向となっていましたが、令和 6 年度には増加に転じました。今後は、企業債の借入

額の増加及び貸付利率の上昇により、償還元金及び利子が増加していくと見込んでいます。 

 

図 2-8 資本費の推移状況 
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③ 建設改良費 
令和６年度における建設改良費は約８億円となっています。令和 5 年度以降は、処理場の改

築・更新、殿山町・沢口町への汚水管の整備のため、建設改良費が増加しました。今後も施設の

改築・更新、管渠の整備・更新により増加していくと見込んでいます。 

 

図 2-9 建設改良費の推移状況 

 

④ 企業債残高 
本市では、下水道施設の整備に係る財源として、企業債を活用しており、令和６年度の企業債

の起債額は約６億５,0０0 万円、元金償還金は約４億円、企業債残高は約６０億円となっていま

す。改築・更新や管渠整備等に係る起債額が増加しているため、今後は元金償還金及び企業債

残高が増加していくと見込んでいます。 

 

図 2-10 企業債残高の推移状況 
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⑤ 下水道使用料 
下水道使用料収入と有収水量の動向は、ほぼ横ばいとなっており、令和 6 年度の使用料収入

は約 9 億円となっています。 

 

図 2-11 使用料収入と有収水量の推移状況 

 

⑥ 汚水処理費と下水道使用料 
汚水処理費は、原則として下水道使用料で賄うことになっています。汚水処理費に対する下

水道使用料の割合を示す経費回収率は、令和３年度以降は下降しており、令和６年度は 90.1％

となっています。物価高騰や施設の老朽化により維持管理費が増加傾向にあり、下水道使用料

で汚水処理費を賄いきれていない状況です。 

 

図 2-12 汚水処理費と使用料収入の推移状況 
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⑦令和６年度の決算の状況 

令和６年度の決算の状況を示します。 

令和６年度の決算では、約 6,500 万円の純利益となりました。 

下水道事業の収益的収入は、下水道使用料が主なものとなります。松葉町、美土里町及び和

泉町地区への汚水管の整備により水洗化戸数は増加しているものの、大口事業者の市外移転に

より使用料収入は減少しました。 

また、一般会計からの繰入金は、雨水公費の原則に基づく雨水処理負担金などであり、総務

省の定める繰出基準に基づき繰入れています。 

収益的支出の主なものとしては、処理場等の維持管理業務、管渠・施設の修繕費、動力費及び

減価償却費があげられます。 

また、資本的収入では、建設改良費の財源として国庫補助金や企業債があり、令和 6 年度で

約８億 2,500 万円となりました。資本的支出では、汚水管整備や処理場設備更新などの建設

改良費、前年度以前に借り入れた企業債の元金償還金があげられ、資本的支出は約１１億

7,700 万円となりました。 

資本的支出の中の、元金償還金は、令和 6 年度実績で約３億 9,600 万円となりました。 

 

 

 

図 2-13 営業利益及び純利益 
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2.3. 経営分析項目を用いた比較分析 

２．３．１．比較分析方法 
ここでは、類似団体平均及び全国平均と、本市における経営分析項目との比較分析を行いま

す。対象とする分析項目は表 2-3 のとおりです。これは、毎年、総務省が各下水道事業体に実

施を要請している経営比較分析表の項目であり、多くの下水道事業で活用されています。 

なお、類似団体平均とは、総務省にて下水道の種類、処理区域内人口、処理区域内人口密度、

供用開始後経過年数等により分類した近い団体の平均を示したものです。 

 

表 2-３ 使用する経営分析項目一覧 

 

 

№ 経営分析項目 単位 算出式 内容 

1 経常収支比率  ％ 
 経常収益 

経常費用
  

収益性の確認。 

100％以上は黒字を示す。 

2 
企業債残高対 

事業規模比率 
％ 

企業債現在高合計 − 一般会計負担金

 営業収益 − 受託工事収益 − 雨水処理負担金 
 

企業債残高の規模を示す。 

投資規模や使用料水準等

は適切かを表す指標。 

低い方が望ましい。 

3 経費回収率 ％ 
下水道使用料

 汚水処理費（公費負担分を除く） 
 

適正な使用料収入の確認。 

100％を上回っているこ

とが望ましい。 

4 汚水処理原価 円／㎥ 
 汚水処理費（公費負担分を除く） 

年間有収水量
 

有収水量 1 ㎥あたりの汚

水処理に要した費用。 

低い方が望ましい。 

5 施設利用率 ％ 
 晴天時一日平均処理水量 

晴天時現在処理能力
 

施設利用状況の適正規模

を判断する数値。 

低い場合は、過大な施設規

模であることを示す。 

6 水洗化率 ％ 
  水洗化人口 

 処理区域内人口 
 

処理区域内人口のうち、下

水道に接続して汚水を処

理している人口の割合。 

100％が望ましい。 
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２．３．２．比較分析結果 
経営分析項目に関する本市の令和２年度から令和６年度までの 5 年間の推移と、類似団体及

び全国の令和６年度の平均値は表 2-4 のとおりです。 

物価高騰等による委託料、修繕費及び動力費等の事業費用の増加に伴い、経費回収率が低下

しています。令和５年度以降は汚水処理費用を下水道使用料収入だけでは賄いきれていない状

況となっています。 

その他の項目については、類似団体平均値に比べ良好または大きく乖離していない状況です

が、今後も各指標を参考に経営状況を適切に把握することが、下水道事業の健全な運営のため

にも重要です。 

表 2-４ 経営分析項目の推移及び類似団体及び全国平均値との比較 

※出典：総務省 経営比較分析表  

№ 
経営分析 

項目 
単位 

東松山市 経営分析項目実施値 令和６年度 

R２ R３ R４ R５ R６ 
類似団体 

平均値 

全国 

平均値 

１ 

経常 

収支比率 
％ 101.98 104.70 102.55 106.49 102.78 106.35 105.36 

評価 100％を超えているものの、令和６年度は事業費の増加により低下した。 

２ 

企業債残高対

事業規模比率 
％ 673.08 639.19 616.78 642.32 675.69 698.04 602.56 

評価 
類似団体平均より低い数値となっているが、企業債残高の増加により上昇傾向に 

ある。 

３ 

経費回収率 ％ 102.05 105.17 102.37 91.94 90.15 97.98 97.94 

評価 
令和５年度以降は 100％を下回っており、下水道使用料収入で汚水処理費を 

賄いきれていない状況である。 

４ 

汚水処理原価 
円 

／㎥ 
131.43 127.53 132.42 147.16 150.03 159.75 140.98 

評価 
類似団体平均を下回っているものの、修繕費や委託料等の事業費の増加により 

上昇している。 

５ 

施設利用率 ％ 76.37 76.56 78.08 76.66 85.32 64.95 60.13 

評価 
類似団体や全国平均値と比べて高い値となっており、浄化センターの運用状況は 

適正である。 

６ 

水洗化率 ％ 98.18 97.92 98.08 97.82 98.00 93.08 96.00 

評価 98％程度で推移しており、類似団体や全国平均より高い数値にある。 
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2.4. 課題の整理 

現状の分析結果より、本市下水道事業における課題を整理しました。 

 

■処理区域内人口の減少と有収水量の減少■ 

処理区域内人口は、殿山町・沢口町における汚水管の整備に伴い、令和９年度まで増加する見

込みです。しかし、人口減少により処理区域内人口・有収水量ともに年々減少し、令和 57 年度

における有収水量は令和 6 年度と比べて 12.1％減少する見込みです。 

 

■未普及対策■ 

現在、本市では計画に対する汚水管整備率 100％を目標とし、快適な市民生活の充実を目指

し、整備を進めています。市街化区域内における未普及地域解消に向けて引き続き汚水管整備

を推進する必要があります。 

 

■浸水被害の軽減■ 

近年、局地的大雨や線状降水帯により浸水被害が発生しています。市民の安全確保のため、

対策事業の検討及び雨水管渠整備を行うことが求められています。 

 

■施設の老朽化■ 

供用開始からの経過年数は、市野川浄化センターは 4８年、高坂浄化センターは４１年となっ

ており、法定耐用年数を経過しています。また、令和 3 年度以降、管渠についても法定耐用年数

を経過する施設が発生し、施設の老朽化が課題となっています。 

施設の老朽化は、機能を低下させるだけではなく、事故の発生にも繋がるため、計画的な維

持管理・改築事業が必要です。 

 

■経営の健全化■ 

施設の老朽化による修繕費や更新費用の増加とともに、物価高騰の影響により委託料や動力

費等の事業費用が増加しています。また今後の人口及び有収水量の減少に伴い、下水道使用料

収入は減少すると見込まれます。 

こうした状況で施設を適切に維持管理し、下水道事業を継続的に運営していくため、令和７年

度に下水道使用料改定を決定しました。なお、改定に当たっては、使用者の負担増に配慮するた

め、令和８年１月に平均改定率４０％、令和１３年１月に平均改定率２０％と段階的な改定として

います。 
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第3章 東松山市下水道事業経営戦略基本方針と目標の設定 

今回策定した経営戦略が、計画的に履行されるよう基本方針と目標の設定を行います。 

3.1. 経営戦略の位置付けと上位計画 

経営戦略の位置付けと下水道事業上位計画及び本市上位計画の関係を図 3-1 に示します。 

市の最上位計画である「第六次東松山市総合計画（令和８年度～令和１７年度）」では、前期５

年の基本計画で「下水道事業の安定的な運営」、「下水道施設の計画的な整備」について記載さ

れ、下水道関連計画では下水道法の規程に準じた整備計画等が示されています。 

経営戦略は、総務省が策定したガイドラインに基づき、市の上位計画や下水道の関連計画と整

合を図りつつ、策定しています。 

  

図 3-1 下水道事業経営戦略の位置付け 

3.2. 経営戦略基本方針 

前項に示しました国の動き、市の上位計画及び下水道の関連計画に基づき、図 3-2 のとお

り経営戦略の基本方針を設定します。 

各基本方針の下に、今後下水道事業が取り組んでいく施策の位置づけを行います。 

 

図 3-2 東松山市下水道事業経営戦略の基本方針 

東松山市

下水道事業

経営戦略

経営の基本計画
（10年間）

■市の計画■

第六次東松山市

総合計画

（令和８年度～

令和１7年度）

■国の動き■

公営企業への経営戦略
の策定・改定要請

■下水道の関連計画■

●埼玉県

荒川流域別下水道整備総合計画

●東松山市

東松山市公共下水道全体計画

東松山市公共下水道事業計画

•市民が安全・安心に生活ができるように、災害
に強い下水道の構築

Ⅰ．安全・安心

•生活環境の向上及び資源循環のため、汚水管整
備と汚泥再資源化の推進

Ⅱ．環境

•持続可能な下水道事業実現のため、安定的な使
用料収入の確保と効率的な事業運営

Ⅲ．持続
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3.3. 経営戦略の目標設定 

経営戦略が計画的に履行されるよう目標の設定を行います。 

目標設定は、３つの基本方針に分類された施策毎に設定します。 

 

表 3-1 基本方針Ⅰ：安全・安心の目標設定状況 

基本方針Ⅰ：安全・安心 

施策 
令和７（202５）年度 

時点 

令和 12（20３０）年度 

経営戦略中間年度 

令和 1７（203５）年度 

経営戦略最終年度 

①雨水管渠整備 ■和泉町地区の雨水管渠

整備延長 645ｍ 

（令和 6 年度末時点） 

■和泉町地区の雨水管渠 

整備延長 2,959ｍ 

■和泉町地区の雨水管渠 

整備延長 3,165ｍ 

②改築・更新 ■ストックマネジメント実

施計画第１期に基づく

改築・更新を実施 

■ストックマネジメント実

施計画第２期に基づく

改築・更新を実施 

■ストックマネジメント実

施計画第３期に基づく

改築・更新を実施 

※第 1 期、第 2 期及び第３期とは、ストックマネジメント全体計画において設定を行っている期間を指す。 
第 1 期は令和 3～7 年度、第 2 期は令和 8～12 年度、第３期は令和１３～１７年度 

 

表 3-2 基本方針Ⅱ：環境の目標設定状況 

基本方針Ⅱ：環境 

施策 
令和７（202５）年度 

時点 

令和 12（20３０）年度 

経営戦略中間年度 

令和 1７（203５）年度 

経営戦略最終年度 

①未普及対策 ■殿山町・沢口町、松葉

町・美土里町、和泉町地

区の汚水管整備延長 

  13,279ｍ 

  （令和 6 年度末時点） 

■殿山町・沢口町、松葉

町・美土里町、和泉町地

区の汚水管整備延長 

  33,005ｍ 

■殿山町・沢口町、松葉

町・美土里町、和泉町地

区の汚水管整備延長 

  33,230ｍ 

②汚泥再資源化 ■脱水汚泥の共同処理・

再資源化 

■脱水汚泥の共同処理・

再資源化 

■脱水汚泥の共同処理・

再資源化 

 

表 3-3 基本方針Ⅲ：持続の目標設定状況 

 

基本方針Ⅲ：持続 

施策 
令和７（202５）年度 

時点 

令和 12（20３０）年度 

経営戦略中間年度 

令和 1７（203５）年度 

経営戦略最終年度 

①安定した使用

料収入の確保 

■下水道使用料改定を決

定（令和 8 年 1 月・令

和１３年 1 月の２段階） 

■経費回収率 90％ 

（令和 6 年度末時点） 

■下水道使用料改定の必

要性の検証 

■経費回収率 100％以

上 

■下水道使用料改定の必

要性の検証 

■経費回収率 100％以

上 

②下水道事業の

見える化 

■広報紙・ホームページ

への掲載 

■経営比較分析表の公表 

■広報紙・ホームページ

への掲載 

■経営比較分析表の公表 

■広報紙・ホームページ

への掲載 

■経営比較分析表の公表 
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第4章 財政シミュレーションの実施 

第 2 章では、本市下水道事業の現状分析、課題を抽出し、第３章では課題に基づき経営戦略

の基本方針を定めました。これら基本方針に基づき、下水道事業の持続可能性を財政面から検

討するため、財源確保の対応策を講じた財政シミュレーションを行いました。 

 

4.1.  財政シミュレーションの位置付け 

財政シミュレーションは、有収水量など今後の事業環境を反映した中期的な財政動向を把握

する必要があることから１0 年間（令和８年度～１７年度）を対象としてシミュレーションを行い、

経営戦略における「投資・財政計画」として位置付けます。 

 

4.2. 算定条件 

財政シミュレーションの実施にあたって、令和８年度～１７年度の１0 年間の収支予測を行いま

した。主な項目の算定方法は次のとおりです。 

  

①収益的収入 

・使用料収入：使用料単価（円/㎥）×有収水量（㎥） 

・長期前受金戻入：既往資産分と新規取得資産分を合算 

・一般会計繰入金：雨水処理に要する経費など総務省の定めた繰出基準に基づき算定 

 

②収益的支出 

・職員給与費：令和８年度予算額を基準として算定 

・維持管理費：令和８年度予算額を基準とし、物価上昇 2.0％/年を見込む 

・減価償却費：既往資産分と新規取得資産分を合算 

償却方法は定額法、耐用年数は資産種別ごとに設定 

・支払利息：既発債分（令和７年度までの起債分）と将来起債分を合算 

 

③資本的収入 

・国庫補助金・企業債：現在の制度に準じて算定 

 

④資本的支出 

・建設改良費：ストックマネジメント計画等を基に算定 

         汚水管整備、雨水管渠整備、改築・更新、施設統合化 等 

・企業債償還金：既発債分（令和７年度までの起債分）と将来起債分を合算 
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4.3. 財源確保のための対応策 

財源を確保するため、以下の 3 つの対応策を実施していきます。 

 

①安定的な下水道使用料収入の確保 

下水道事業における収益の根幹である下水道使用料について、令和７年度に使用料改定を決

定し、安定的な使用料収入の確保を図っています。なお、令和８年１月に平均改定率４0％、令和

１３年１月に平均改定率２０％と使用者の負担増に配慮し、２段階での改定を行います。 

 

②ストックマネジメント計画の管理 

ストックマネジメント計画では、リスク検討を十分に行いながら、中長期的な観点から改築・更

新計画を策定しています。実際に改築・更新工事を実施する際には、直近の施設の劣化状況を踏

まえた計画の見直しを行う等適正な管理を行います。 

 

③施設統廃合による改築・更新費用の軽減 

市野川浄化センター及び高坂浄化センターの２つの老朽化した施設をそれぞれ維持していく

ことは、費用面で大きな負担が生じます。将来の人口減少に伴う処理水量の減少を踏まえ、高坂

浄化センターの水処理機能等を市野川浄化センターへ統合することにより、改築・更新費用の軽

減を図ります。   
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 シミュレーション結果 

シミュレーションの結果、老朽化した処理場施設の維持管理費等の増加により事業費用が増

加するものの、令和８年１月及び令和１３年１月の２段階での下水道使用料改定により、経営戦略

計画期間内の総収支は若干の黒字となり、安定した事業運営が可能であると見込んでいます。 

図４‐１ 収益的収支の推移について、段階的な下水道使用料改定により事業収益が増加し、損

益は黒字に転じます。ただし、事業費用においては修繕費、委託料、動力費、企業債利子や減価

償却費等が増加し、収支は令和１４年度以降低下していきます。 

     
図 4-1 収益的収支の推移 

  

  図４‐２ 資本的収支の推移について、令和１４年度までは管渠整備、老朽化した処理場施設の

改築・更新及び統廃合に伴い、多額の建設改良費を要する見通しです。資金残高の推移は、段階

的な使用料改定により、令和１５年度には円滑な事業運営に必要な１０億円を上回りますが、令

和１７年度には企業債償還金の増加等に伴い残高が減少に転じます。 

  

図 4-2 資本的収支の推移 

使用料改定（1 段階目）により黒字

となるが、その後損益は減少 

使用料改定により 

資金残高は増加 

資金残高 10 億円を上

回るが、令和１７年度に

は減少に転じる 

使用料改定（2 段階目）により黒字

となるが、その後損益は減少傾向 
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  図４‐３ 企業債残高等の推移について、企業債の残高及び償還金は増加傾向です。多額の企

業債償還金は事業経営に影響を与えますが、処理場施設の改築・更新等は、施設を維持し、事業

を継続するためには不可欠なものです。 

  

図 4-3 企業債残高等の推移 

 

  図４‐４ 経費回収率の推移について、使用料改定により下水道使用料収入が増加するため、

経費回収率は向上し、令和１３年度以降１００％を上回ります。ただし、令和１４年度以降、汚水処

理費が増加傾向となるため、経費回収率は低下していきます。 

 なお、計画期間である令和８年度から令和１７年度の１０年間における下水道使用料は総額

141 億２千万円、汚水処理費は総額 140 億９千万円と見込まれ、１０年間総額での経費回収率

は、100.２％となります。 

    

図 4-4 経費回収率の推移 

 

使用料改定（2 段階目）により１００％

を超えるが、その後低下傾向 
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第5章 おわりに 

これまでの検討を踏まえて、東松山市下水道事業経営戦略を策定しました。 

概要は以下のとおりです。 

 

5.1. 取り組むべき施策について 

東松山市下水道事業経営戦略としては、以下の施策を実施していきます。 

 

 

①雨水管渠整備 

浸水の発生状況や住民の意向などを踏まえて雨水管渠の整備を進めます。 

※雨水に係る経費は、後年度に一般会計繰入金の対象となります。 

②改築・更新 

ストックマネジメント計画に基づき、処理場、ポンプ場、管路の改築・更新を実施します。 

 

  

①未普及対策 

汚水管の整備を進め、計画に対する汚水管整備率 100％を目指します。 

②汚泥再資源化 

埼玉県と共同で脱水汚泥の共同処理・再資源化に引き続き取り組んでいきます。 

 

 

① 安定した使用料収入の確保 
令和８年１月及び令和１３年１月の使用料改定により経営戦略計画期間内の総収支は若干

の黒字と試算され、安定した事業運営が可能であると見込んでいます。一方で変化する社

会経済情勢等に対応するため、５年毎の経営戦略改定時に財政シミュレーションを行い、持

続可能性のある事業運営を行うために下水道使用料改定の必要性を検証します。 

②下水道事業の見える化 

健全な事業運営を行うためには、市民の理解や協力を得ることが重要であるため、下水

道事業に関連する情報の広報紙及びホームページへの掲載をはじめ、経営比較分析表を公

表します。   

基本方針Ⅰ：安全・安心 

基本方針Ⅱ：環境 

基本方針Ⅲ：持続 
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 その他の取り組みについて 

（１）施設の適切な維持管理 

  老朽化の進む処理場等施設において、安定的な下水処理を継続していくため、計画的な修繕

を行い、適切な維持管理を行っていきます。 

 

（２）下水道事業の執行体制について 

下水道事業を持続し、様々な施策を遅滞なく実施するためには、適正な業務体制を構築する

必要があります。 

本市下水道事業では、適正な職員数を確保するとともに、技術水準の維持・向上のための取り

組みを行っていきます。 

 

(３)広域化・共同化・最適化について 

国は、下水道事業を継続していくための施策として、各自治体が「広域化・共同化・最適化」に

取り組むように求めています。 

本市下水道事業においては、処理場の統廃合（最適化）を実施していきます。 

 

(４)民間活力等の活用 

国は処理場等施設の維持管理・更新に際し、民間事業者のノウハウを活用した包括的民間委

託やウォーターＰＰＰの導入等を推進しています。 

本市下水道事業では、ウォーターＰＰＰをはじめとした民間活力の活用について検討するとと

もに、ＤＸによる業務効率化やＧＸを踏まえた取り組みにより、効率的かつ持続可能性のある事

業運営を行います。 

 

（５）未接続世帯への接続促進 

  処理区域内の未接続世帯について、広報紙等により下水道への接続を促進し、水洗化率の向

上を図ります。 

 

（６）コスト縮減・平準化策 

各種コスト縮減や平準化策に取り組み、下水道事業運営の負担軽減に寄与することを目指し

ます。  
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 経営戦略の事後検証・改定について 

経営戦略は、令和１７（2035）年度を目標年度とし、令和 8（２０２6）年度からの 10 年間に実

施すべき計画を示しています。 

 ただし、計画期間に目標を推進するためには、目標達成度を客観的に評価し、改善検討を行う

進捗管理が必要です。よって、本市下水道事業においては、PDCA サイクルに基づき、下水道使

用料改定の必要性を含め、概ね 5 年毎に見直すことで最新性を保ち、効率的・効果的な事業運

営計画の進捗管理を行っていきます。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 PDCA サイクルによる経営戦略の推進 

   

•施策の実施•施策・経営の
評価

•経営戦略の
策定

• 経営戦略の
見直し

Action Plan

DoCheck
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用語集 

 

維持
い じ

管理費
か ん り ひ

 

下水道施設（管渠、処理場等）を運転管理し、下水処理を行うためにかかる委託料、動力費、修繕費等の費用 

一般
いっぱん

会計
かいけい

繰入金
くりいれきん

 

下水道事業会計が行う雨水処理に対する負担金など、市の一般会計から繰入れられる資金 

ウォーターPPP 

受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に運営できるよう、施設の運転・維持管理

等に加え、更新計画案作成や更新工事実施も含め、管理・更新を一体的に委託すること 

汚水
お す い

処理費
し ょ り ひ

 

 下水道の管理に要する経費のうち汚水に係る維持管理費及び資本費の合計 

 

企業債
きぎょうさい

 

 地方公共団体が、地方公営企業の建設改良費等の財源に充てるための地方債を指す。下水道施設は将来にわたり

長期間使用するため、世代間の公平性を図る観点から、施設整備の財源として活用している 

減価償却費
げんかしょうきゃくひ

 

固定資産について、時間の経過により資産の価値が減ることを減価償却といい、減価償却の対象となる資産の取

得に要した金額を耐用年数により毎事業年度の事業費として配分する計算上の費用 

広域化
こ う い き か

・共同化
きょうどうか

・最適化
さ い て き か

 

下水道事業の効率的な運営を目標に、複数の市町村等による処理区の統合、下水汚泥の共同処理、維持管理業務

の共同化、ICT 活用による集中管理等の取り組み 

公営
こうえい

企業
きぎょう

会計
かいけい

 

地方公営企業法を適用した公営企業において、発生主義に基づく複式簿記などの企業会計を採用し、独立採算に

よる自立経営を行うもの。本市下水道事業は、平成 31 年４月に地方公営企業法を適用したことに伴い、公営企業会

計を採用している 

 

資本的
し ほ ん て き

支出
しし ゅつ

 

将来の営業活動に備えた下水道施設の建設改良費や企業債の元金償還費などの費用 

資本的
し ほ ん て き

収 入
しゅうにゅう

 

 資本的支出に充てる国庫補助金や企業債などの財源 

資本費
し ほ ん ひ

 

 下水道施設等の整備に係る企業債の支払利息や減価償却費の費用 

収益的
しゅうえきてき

支出
しし ゅつ

 

 当該年度の経営活動に伴い発生する費用のことであり、下水道施設の維持管理費、事業運営に要する人件費、支払

利息のほか、減価償却費のように現金支出を伴わない費用も含む 

ア行 

カ行 

サ行 
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収益的
しゅうえきてき

収 入
しゅうにゅう

 

当該年度の営業活動に伴い発生する収益であり、主なものはサービス提供の対価である下水道使用料収入 

水洗化
す い せ ん か

人口
じんこう

 

下水道の整備状況を表す指標の一つで、下水道整備済み区域内で実際に下水道へ接続している人口 

ストックマネジメント計画
けいかく

 

 下水道施設全体を一体的に捉え、計画的な点検・調査及び修繕・改築を行うことにより持続的な下水道機能を確保

することやライフサイクルコストの低減を図ること等を目的とした計画 

 

耐震
たいしん

診断
しんだん

 

下水道の既存施設を対象として、現状の老朽度を考慮しながら耐震性能の保有程度を調査すること 

地方
ち ほ う

公営
こうえい

企業法
きぎょうほう

 

公営企業にかかる組織、財務、職員の身分取扱いなどに関し、地方自治法などの規定の特例を定めたものであり、

本市下水道事業は、平成 31 年４月に地方公営企業法を適用している 

長期
ちょうき

前受金戻入
まえうけきんれいにゅう

 

減価償却資産の取得時に財源となった国庫補助金や受益者負担金などを計上するもの。対象となる資産の減価償

却に合わせて、各事業年度の収入に長期前受金戻入が計上される 

 

PDCA サイクル 

ＰＤＣＡ（Plan 計画→Do 実施→Check 評価→Action 見直し）という経営のマネジメント・サイクルを確立するこ

とにより、計画（Plan）の有効性と、実施（Do）の効率性の向上を図ることを目的としている 

包括的
ほうかつてき

民間
みんかん

委託
い た く

 

受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に運営できるよう、複数の業務や施設を包

括的に委託すること 

 

民間
みんかん

活力
かつりょく

 

民間事業者等の活動全般・活動する力（潜在能力を含む。）のこと。「民間活力の導入」とは、市の行政サービスにお

いて、「完全民営化、協働事業・助成事業、官民連携事業」の手法により、民間事業者等の力を活用するもの 

 

有
ゆう

収
しゅう

水量
すいりょう

 

 下水道使用料の徴収の対象となる水量を指す 

 

 

 

タ行 

ハ行 

マ行 

ヤ行 





令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,035 円 2,982 円

2,035 円 2,976 円

2,035 円 2,975 円令和6年度 令和6年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

設定なし

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

公衆衛生の向上の観点より一般家庭用使用料体系とは別に、公衆浴場及び臨時用を別途設定

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

令和5年度 令和5年度

処 理 場 数 2箇所（市野川浄化センター、高坂浄化センター）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

広域化　：　未実施
共同化　：　汚泥共同処理（平成30年4月より）
最適化　：　浄化センターの統合を実施予定

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

使用料体系の概要
・現行の使用料体系は令和8年1月1日に改定
・一般家庭用と業務用との区別はなく、二部使用料制（基本使用料と従量使用料）と累進使用料制度（7段階）
としている。

平成31年4月より
法適用（全部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 46.5人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

処 理 区 数 2処理区（市野川処理区、高坂処理区）

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

昭和52年度
（経過年数48年）

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

東松山市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 埼玉県東松山市

事 業 名 ： 公共下水道事業

総務省様式‐1



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表を添付すること。

経営比較分析表は別紙①のとおり

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4 特になし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5 特になし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

現在下水道事業では活用していないが、必要に応じて活用を検討す
る

 イ　指定管理者制度
現在下水道事業では活用していないが、必要に応じて活用を検討す
る

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ
現在下水道事業では活用していないが、必要に応じて活用を検討す
る

職 員 数 損益勘定職員14名、資本勘定職員7名の計21名。

事 業 運 営 組 織

運営組織は以下のとおり（令和7年4月1日現在）

建設部 部長

次長

上下水道経営課

経営総務グループ

給排水グループ

下水道施設課

管理グループ

維持グループ

整備グループ

浄化センター

総務省様式‐2



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

組織の見通し

さらなる上下水道事業の一体的な事業運営を目的とし、令和8年度より新たに上下水道部（上下水道経営課・水道施設課・下水道施設課）を
設置する。

本市下水道事業では、経営基本方針の「Ⅰ.安全・安心」、「Ⅱ.環境」、「Ⅲ.持続」を軸に下水道事業に取り組んでいく。
≪Ⅰ.　安全・安心≫
◇市民が安全・安心に生活ができるように、災害に強い下水道の構築
　　　①雨水管渠整備
　　　②改築・更新
≪Ⅱ.　環境≫
◇生活環境の向上及び資源循環のため、汚水整備と汚泥再資源化の推進
　　　①未普及対策
　　　②汚泥再資源化
≪Ⅲ.　持続≫
◇接続可能な下水道事業を実現するため、安定的な下水道使用料の確保と効率的な事業運営
　　　①安定した下水道使用料収入の確保
　　　②下水道事業の見える化

処理区域内人口の増加に伴い有収水量は増加する予測となってい
るが、令和12年度をピークに行政人口減少の影響から減少へ転じ、
令和17年度には約6,826千㎥になると見込んでいる。

使用料収入の見通し

処理区域内人口の増加及び使用料の改定（令和8年・令和13年の2
段階改定）により使用料収入は増加し、令和17年度では約1,550百万
円になると見込んでいる。

施設の見通し

本市公共下水道事業では、処理場2箇所、ポンプ場2箇所を有している。
供用開始から48年が経過し、多くの設備が老朽化してい多るため、ストックマネジメント計画に基づいた更新を行うとともに、処理場の統合を
実施予定である。

処理区域内人口の予測

処理区域内人口は汚水管整備により令和9年度まで増加するが、行
政区域内人口の減少により令和10年度以降減少していく見込みであ
る。令和8年度は直近の実績値である令和6年度に比べ約6.3％増加
する見通しである。

有収水量の予測

総務省様式‐3



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

基本方針に基づき、未普及対策、改築・更新、処理場統合等の建設改良事業を実施する。

「投資・財政計画」では、今後10年間で次のような建設改良費を見込む。
1）汚水管渠整備事業　約23億円
2）雨水管渠整備事業　約9億円
3）改築・更新事業       約119億円
4）処理場統廃合事業　約69億円

目 標

施設老朽化による修繕費・更新費用の増加や企業債借入利率の上昇など厳しい経営環境において、中期的
な視点に立った収支計画を行うため、計画期間内の収支均衡及び資金の確保を図る。

◇目標◇
　・令和17年度時点（計画期間最終年度）で資金残高10億円を確保する
　・経費回収率100％以上
◇財源の設定方法◇
1）国庫補助金、企業債：現在の制度に準じて算定
2）下水道使用料：将来の人口動向を加味した水量予測により算定
3）一般会計繰入金：雨水処理に要する経費など総務省の定めた繰出基準に基づき算定
◇財源確保の改善策◇
1）下水道使用料の改定（令和8年1月及び令和13年1月の2段階改定）
2）ストックマネジメント計画の管理
3）施設統合化による改築・更新費用の軽減

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　②　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資以外の経費については、以下のように算定。
1）維持管理費：令和8年度予算額を基準とし、物価上昇2.0％/年を見込む
2）職員給与費：令和8年予算額を基準とし算定
3）企業債償還・支払利息：現行の償還方法に基づき、近年の金利動向より設定した金利により算定
4）減価償却費：建設改良費をベースに、現行の償却計算方法に基づき算定。なお、補助金などを財源とする分については、長期前受金戻
入として営業外収入に計上

総務省様式‐4



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

委託費に関する事項 委託業務内容の見直し等によるコスト削減の検討を行う

その他の取組 国や他事業体の動向を注視しつつ、必要に応じて検討を行う

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

PDCAサイクルを基に進捗管理・事後検証を行う。また、経営戦略については5年に1度の見直しを
図る

動力費に関する事項 運転方法の見直し等によるコスト削減の検討を行う

薬品費に関する事項 一括購入等によるコスト削減の検討を行う

修繕費に関する事項 ストックマネジメント計画を基にコストの平準化及び削減に努める

その他の取組
処理区域内における未接続世帯に対して接続を促進し、使用料収入増及び水洗化率の
向上を図る

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
ウォーターPPPをはじめとした民間活力の活用について検討を行う

職員給与費に関する事項 未普及対策及び老朽化対策等の事業量に応じ、適正な組織体制の構築に努める

その他の取組 国や他事業体の動向を注視しつつ、必要に応じ検討を行う

使用料の見直しに関する事項
5年毎の経営戦略見直し時に財政シュミレーションを実施し、使用料改定の必要性を検
討する

資産活用による収入増加
の取組について

現段階では具体的な事業はないが、国や他事業体の動向を注視しつつ、必要に応じ検
討を行う

広域化・共同化・最適化に関する事項 処理場の統合を実施する

投資の平準化に関する事項 ストックマネジメント計画を基に投資の平準化について検討を行う

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

ウォーターPPPをはじめとした民間活力の活用について検討を行う

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。
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値
6
5
.
2
8

6
4
.
9
2

64
.
14

6
3
.
7
1

6
4
.
9
5

89
.
00

90
.
00

91
.
00

92
.
00

93
.
00

94
.
00

95
.
00

96
.
00

97
.
00

98
.
00

99
.
00

R
0
2

R
0
3

R0
4

R
0
5

R
0
6

当
該

値
9
8
.
1
8

9
7
.
9
2

98
.
08

9
7
.
8
2

9
8
.
0
0

平
均

値
9
2
.
7
2

9
2
.
8
8

92
.
90

9
2
.
8
9

9
3
.
0
8

②
累

積
欠

損
金

比
率

(
％

)
③

流
動

比
率

(
％

)
④

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

(
％

)

⑤
経

費
回

収
率

(
％

)
⑥

汚
水

処
理

原
価

(
円

)
⑦

施
設

利
用

率
(
％

)
⑧

水
洗

化
率

(
％

)

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

(
％

)
②

管
渠

老
朽

化
率

(
％

)
③

管
渠

改
善

率
(
％

)

【
1
05

.3
6】

【
3
.1

2】
【

8
2
.
7
5】

【
6
02

.5
6】

【
9
6
.
0
0】

【
6
0
.
1
3】

【
1
40

.9
8】

【
9
7
.
9
4】

【
4
2
.
2
0】

【
9
.
4
6
】

【
0
.1

9】
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 別 紙 ① 



様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

6
年

度
令

和
7
年

度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
決

算
見

込
）

１
．

(A
)

1
,2

6
3
,4

4
0

1
,3

0
0
,8

2
0

1
,7

6
8
,7

3
0

1
,7

9
5
,9

9
0

1
,8

7
2
,1

0
3

1
,7

8
8
,3

5
6

1
,8

1
6
,4

7
9

2
,0

9
9
,1

2
5

2
,1

2
5
,4

6
8

2
,1

5
5
,4

0
8

2
,1

6
5
,7

0
4

2
,1

6
4
,2

3
6

(1
)

8
8
6
,3

3
5

8
8
4
,9

3
1

1
,2

3
5
,4

1
7

1
,2

6
0
,0

1
6

1
,2

8
1
,3

9
8

1
,2

9
1
,6

1
6

1
,2

9
5
,9

6
8

1
,5

5
0
,6

2
0

1
,5

4
5
,3

9
8

1
,5

5
0
,6

2
0

1
,5

5
5
,6

1
5

1
,5

4
9
,9

3
9

(2
)

(B
)

(3
)

3
7
7
,1

0
5

4
1
5
,8

8
9

5
3
3
,3

1
3

5
3
5
,9

7
4

5
9
0
,7

0
5

4
9
6
,7

4
0

5
2
0
,5

1
1

5
4
8
,5

0
5

5
8
0
,0

7
0

6
0
4
,7

8
8

6
1
0
,0

8
9

6
1
4
,2

9
7

２
．

1
,1

1
8
,4

4
1

1
,1

0
4
,2

4
8

9
7
1
,4

0
1

9
7
0
,8

9
5

8
5
9
,4

6
5

9
0
3
,0

7
2

8
8
8
,6

7
0

8
3
2
,1

4
5

8
3
4
,5

9
6

8
0
5
,3

9
9

7
7
6
,0

8
1

7
6
4
,9

0
4

(1
)

2
7
2
,8

9
4

2
5
6
,6

9
6

1
1
9
,6

2
6

1
1
1
,9

7
8

4
4
,8

9
0

1
5
2
,1

5
6

1
1
7
,1

1
2

7
1
,8

5
3

4
0
,2

8
8

1
5
,5

7
0

2
5
,6

4
4

1
5
,0

6
1

2
3
8
,8

8
9

2
0
1
,6

8
6

8
2
,7

2
6

8
0
,0

6
5

2
7
,9

7
7

1
2
3
,6

1
8

9
9
,8

4
7

7
1
,8

5
3

4
0
,2

8
8

1
5
,5

7
0

1
0
,2

6
9

6
,0

6
1

3
4
,0

0
5

5
5
,0

1
0

3
6
,9

0
0

3
1
,9

1
3

1
6
,9

1
3

2
8
,5

3
8

1
7
,2

6
5

1
5
,3

7
5

9
,0

0
0

(2
)

8
4
0
,0

5
1

8
4
4
,4

5
1

8
4
8
,7

9
4

8
5
5
,9

3
6

8
1
1
,5

9
4

7
4
7
,9

3
5

7
6
8
,5

7
7

7
5
7
,3

1
1

7
9
1
,3

2
7

7
8
6
,8

4
8

7
4
7
,4

5
6

7
4
6
,8

6
2

(3
)

5
,4

9
6

3
,1

0
1

2
,9

8
1

2
,9

8
1

2
,9

8
1

2
,9

8
1

2
,9

8
1

2
,9

8
1

2
,9

8
1

2
,9

8
1

2
,9

8
1

2
,9

8
1

(C
)

2
,3

8
1
,8

8
1

2
,4

0
5
,0

6
8

2
,7

4
0
,1

3
1

2
,7

6
6
,8

8
5

2
,7

3
1
,5

6
8

2
,6

9
1
,4

2
8

2
,7

0
5
,1

4
9

2
,9

3
1
,2

7
0

2
,9

6
0
,0

6
4

2
,9

6
0
,8

0
7

2
,9

4
1
,7

8
5

2
,9

2
9
,1

4
0

１
．

2
,2

2
2
,0

7
7

2
,3

6
9
,3

5
2

2
,5

8
0
,3

6
0

2
,6

9
5
,9

4
7

2
,6

4
0
,5

0
2

2
,5

1
1
,4

2
3

2
,5

0
8
,7

4
4

2
,5

0
0
,3

2
8

2
,5

9
6
,4

0
0

2
,6

0
9
,3

3
0

2
,5

9
8
,1

8
2

2
,6

0
2
,8

4
2

(1
)

1
1
4
,8

4
5

1
2
9
,3

4
1

1
4
6
,2

7
0

1
4
6
,2

7
0

1
4
6
,2

7
0

1
4
6
,2

7
0

1
4
6
,2

7
0

1
4
6
,2

7
0

1
4
6
,2

7
0

1
4
6
,2

7
0

1
4
6
,2

7
0

1
4
6
,2

7
0

5
0
,4

6
4

5
5
,1

7
3

6
1
,3

5
3

6
1
,3

5
3

6
1
,3

5
3

6
1
,3

5
3

6
1
,3

5
3

6
1
,3

5
3

6
1
,3

5
3

6
1
,3

5
3

6
1
,3

5
3

6
1
,3

5
3

6
4
,3

8
1

7
4
,1

6
8

8
4
,9

1
7

8
4
,9

1
7

8
4
,9

1
7

8
4
,9

1
7

8
4
,9

1
7

8
4
,9

1
7

8
4
,9

1
7

8
4
,9

1
7

8
4
,9

1
7

8
4
,9

1
7

(2
)

8
7
4
,0

7
2

9
7
8
,1

7
5

1
,1

3
4
,1

1
9

1
,2

1
6
,4

0
9

1
,1

7
5
,6

4
9

1
,1

2
0
,1

2
6

1
,0

5
8
,9

7
4

1
,0

2
1
,2

1
7

1
,0

3
9
,8

3
7

1
,0

3
7
,5

8
0

1
,0

6
9
,7

9
8

1
,0

6
9
,8

3
3

9
2
,4

9
8

1
0
7
,9

0
9

1
1
3
,9

5
1

1
1
8
,3

3
0

1
2
2
,5

1
1

1
2
5
,7

7
4

1
2
8
,6

5
9

1
3
0
,8

0
9

1
3
3
,0

1
1

1
3
2
,7

6
3

1
3
5
,7

0
8

1
3
7
,9

2
1

2
1
7
,6

5
5

1
5
2
,0

7
9

3
2
7
,2

8
3

4
0
9
,1

5
9

3
8
8
,5

1
3

2
9
3
,4

5
5

2
4
7
,6

2
6

2
4
2
,5

1
8

2
4
8
,6

8
8

2
5
8
,1

3
9

2
5
3
,8

5
7

2
5
8
,2

0
7

1
4

3
9

3
9

4
0

4
1

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

5
6
3
,9

0
5

7
1
8
,1

4
8

6
9
2
,8

4
6

6
8
8
,8

8
0

6
6
4
,5

8
4

7
0
0
,8

5
6

6
8
2
,6

4
7

6
4
7
,8

4
7

6
5
8
,0

9
4

6
4
6
,6

3
3

6
8
0
,1

8
7

6
7
3
,6

5
8

(3
)

1
,2

3
3
,1

6
0

1
,2

6
1
,8

3
6

1
,2

9
9
,9

7
1

1
,3

3
3
,2

6
8

1
,3

1
8
,5

8
3

1
,2

4
5
,0

2
7

1
,3

0
3
,5

0
0

1
,3

3
2
,8

4
1

1
,4

1
0
,2

9
3

1
,4

2
5
,4

8
0

1
,3

8
2
,1

1
4

1
,3

8
6
,7

3
9

２
．

9
5
,2

7
6

1
1
7
,9

9
1

1
5
2
,8

2
1

1
7
0
,8

2
0

2
0
4
,6

3
0

2
1
4
,9

4
0

2
4
2
,1

8
7

2
6
1
,4

5
3

2
8
9
,5

1
1

3
1
1
,3

9
7

3
1
8
,1

6
2

3
2
3
,6

8
5

(1
)

7
2
,8

5
8

9
0
,0

4
0

1
1
9
,5

1
3

1
4
7
,5

3
0

1
7
9
,1

7
1

1
9
8
,7

2
9

2
2
6
,7

2
0

2
4
6
,2

4
8

2
7
4
,2

8
6

2
9
5
,8

1
6

3
0
2
,3

0
9

3
0
7
,9

4
7

(2
)

2
2
,4

1
8

2
7
,9

5
1

3
3
,3

0
8

2
3
,2

9
0

2
5
,4

5
9

1
6
,2

1
1

1
5
,4

6
7

1
5
,2

0
5

1
5
,2

2
5

1
5
,5

8
1

1
5
,8

5
3

1
5
,7

3
8

(D
)

2
,3

1
7
,3

5
3

2
,4

8
7
,3

4
3

2
,7

3
3
,1

8
1

2
,8

6
6
,7

6
7

2
,8

4
5
,1

3
2

2
,7

2
6
,3

6
3

2
,7

5
0
,9

3
1

2
,7

6
1
,7

8
1

2
,8

8
5
,9

1
1

2
,9

2
0
,7

2
7

2
,9

1
6
,3

4
4

2
,9

2
6
,5

2
7

(E
)

6
4
,5

2
8

△
 8

2
,2

7
5

6
,9

5
0

△
 9

9
,8

8
2

△
 1

1
3
,5

6
4

△
 3

4
,9

3
5

△
 4

5
,7

8
2

1
6
9
,4

8
9

7
4
,1

5
3

4
0
,0

8
0

2
5
,4

4
1

2
,6

1
3

(F
)

1
8

1
8

(G
)

2
0

2
0

(H
)

△
 2

△
 2

6
4
,5

2
8

△
 8

2
,2

7
7

6
,9

4
8

△
 9

9
,8

8
2

△
 1

1
3
,5

6
4

△
 3

4
,9

3
5

△
 4

5
,7

8
2

1
6
9
,4

8
9

7
4
,1

5
3

4
0
,0

8
0

2
5
,4

4
1

2
,6

1
3

(I
)

△
 2

,2
7
7

△
 9

9
,8

8
2

△
 2

1
3
,4

4
6

△
 2

4
8
,3

8
1

△
 2

9
4
,1

6
3

△
 1

2
4
,6

7
4

△
 5

0
,5

2
1

△
 1

0
,4

4
1

(J
)

7
9
1
,6

9
9

3
7
8
,1

7
4

6
8
0
,9

6
8

7
7
9
,1

6
5

7
8
5
,2

7
4

8
2
0
,5

3
1

8
1
6
,9

4
3

1
,1

3
8
,5

5
9

1
,3

1
0
,9

4
1

1
,3

7
6
,1

9
8

1
,4

0
4
,0

4
0

1
,3

7
8
,3

6
8

1
2
2
,7

5
1

2
0
2
,9

3
1

2
5
8
,8

2
8

2
6
3
,9

8
2

2
6
8
,4

6
1

2
7
0
,6

0
2

2
7
1
,5

1
4

3
2
4
,8

6
5

3
2
3
,7

7
1

3
2
4
,8

6
5

3
2
5
,9

1
2

3
2
4
,7

2
2

(K
)

8
0
2
,0

8
3

8
5
3
,1

5
0

9
7
7
,6

1
2

9
3
3
,6

3
8

9
4
9
,8

2
4

1
,1

1
7
,4

6
4

1
,0

9
5
,1

9
3

1
,2

1
4
,2

2
0

1
,1

9
0
,9

1
3

9
7
4
,4

2
1

1
,0

1
7
,6

6
4

1
,0

4
6
,2

3
7

3
8
2
,9

6
5

3
5
8
,6

1
3

3
4
4
,8

9
6

3
9
9
,5

5
0

4
8
8
,3

4
6

5
2
0
,5

6
1

5
4
5
,4

6
5

5
6
3
,9

8
3

5
9
4
,9

7
9

6
1
3
,4

3
4

6
5
1
,9

4
6

6
7
2
,8

5
7

4
0
5
,6

0
1

4
8
2
,3

6
7

6
1
3
,8

1
1

5
1
7
,3

7
0

4
4
4
,7

6
0

5
8
0
,1

8
5

5
3
3
,0

1
0

6
3
3
,5

1
9

5
7
9
,2

1
6

3
4
4
,2

6
9

3
4
9
,0

0
0

3
5
6
,6

6
2

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

1
1
6
,3

6
3

(M
)

1
,2

6
3
,4

4
0

1
,3

0
0
,8

2
0

1
,7

6
8
,7

3
0

1
,7

9
5
,9

9
0

1
,8

7
2
,1

0
3

1
,7

8
8
,3

5
6

1
,8

1
6
,4

7
9

2
,0

9
9
,1

2
5

2
,1

2
5
,4

6
8

2
,1

5
5
,4

0
8

2
,1

6
5
,7

0
4

2
,1

6
4
,2

3
6

8
.9

(N
)

1
1
6
,3

6
3

(O
)

(P
)

1
,2

6
3
,4

4
0

1
,3

0
0
,8

2
0

1
,7

6
8
,7

3
0

1
,7

9
5
,9

9
0

1
,8

7
2
,1

0
3

1
,7

8
8
,3

5
6

1
,8

1
6
,4

7
9

2
,0

9
9
,1

2
5

2
,1

2
5
,4

6
8

2
,1

5
5
,4

0
8

2
,1

6
5
,7

0
4

2
,1

6
4
,2

3
6

8
.9

令
和

1
1
年

度

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
収

益

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

令
和

8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度

収
入

計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

基
本

給

退
職

給
付

費

そ
の

他

経
費

動
力

費

修
繕

費

支
出

計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

材
料

費

そ
の

他

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

支
払

利
息

そ
の

他

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

う
ち

未
払

金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

流
動

負
債

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

令
和

1
2
年

度
令

和
1
3
年

度

1
6
.2

5
.9

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

0
.2

5
.6

1
1
.4

1
3
.9

2
.4

0
.5

令
和

1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
1
7
年

度

総務省様式‐7

 別 紙 ② 



様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
資

本
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
6
年

度
令

和
7
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
（

決
算

見
込

）

１
．

6
5
0
,9

0
0

1
,7

2
9
,3

0
0

1
,8

4
7
,6

0
0

1
,7

1
5
,4

0
0

1
,1

9
8
,3

0
0

1
,6

8
0
,4

0
0

1
,3

1
6
,5

0
0

1
,7

7
3
,3

0
0

1
,5

0
5
,4

0
0

8
0
5
,9

0
0

8
0
6
,0

0
0

8
5
8
,2

0
0

２
．

３
．

4
,3

1
9

4
,3

1
9

4
,3

1
9

4
,3

1
9

1
,6

7
6

４
．

1
4
,5

1
4

4
,9

0
0

1
2
3
,7

5
0

1
2
3
,7

5
0

3
0
0
,2

6
9

3
0
0
,2

6
9

3
0
0
,2

6
9

3
0
0
,2

6
9

５
．

６
．

1
5
7
,9

6
8

4
0
8
,4

5
0

1
,0

3
7
,5

3
1

3
3
9
,1

2
0

3
9
5
,0

4
4

7
6
6
,9

0
9

8
7
3
,7

5
8

1
,1

4
3
,6

9
0

1
,0

2
4
,6

5
8

4
2
8
,4

0
0

4
2
8
,4

0
0

4
2
8
,4

0
0

７
．

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

８
．

９
．

1
1
,6

3
2

3
5
,2

9
2

6
0
,0

3
7

5
6
,1

7
4

6
3
,7

0
3

1
0
,9

7
7

7
,8

6
7

3
,3

5
6

1
,8

7
2

2
2
0

7
9

1

(A
)

8
2
4
,8

1
9

2
,1

9
1
,8

8
5

2
,9

5
4
,3

9
7

2
,2

3
8
,7

7
3

1
,7

8
2
,4

8
3

2
,7

5
8
,5

6
5

2
,4

9
8
,4

0
4

3
,2

2
0
,6

2
5

2
,8

3
2
,2

0
9

1
,2

3
4
,5

3
0

1
,2

3
4
,4

8
9

1
,2

8
6
,6

1
1

(B
)

(C
)

8
2
4
,8

1
9

2
,1

9
1
,8

8
5

2
,9

5
4
,3

9
7

2
,2

3
8
,7

7
3

1
,7

8
2
,4

8
3

2
,7

5
8
,5

6
5

2
,4

9
8
,4

0
4

3
,2

2
0
,6

2
5

2
,8

3
2
,2

0
9

1
,2

3
4
,5

3
0

1
,2

3
4
,4

8
9

1
,2

8
6
,6

1
1

１
．

7
8
0
,7

4
1

2
,2

8
1
,2

1
8

3
,0

4
5
,9

1
1

2
,3

0
6
,8

6
1

1
,8

5
3
,1

5
1

2
,8

3
0
,9

1
1

2
,5

7
0
,8

0
1

3
,2

9
3
,0

2
1

2
,9

0
4
,6

0
1

1
,3

0
6
,8

8
1

1
,3

0
6
,8

8
1

1
,3

5
9
,0

2
1

4
5
,9

3
6

6
5
,9

3
7

6
5
,7

8
0

6
5
,7

8
0

6
5
,7

8
0

6
5
,7

8
0

6
5
,7

8
0

6
5
,7

8
0

6
5
,7

8
0

6
5
,7

8
0

6
5
,7

8
0

6
5
,7

8
0

２
．

3
9
6
,0

8
0

3
8
2
,9

6
5

3
5
8
,6

1
3

3
4
4
,8

9
6

3
9
9
,5

5
0

4
8
8
,3

4
6

5
2
0
,5

6
1

5
4
5
,4

6
5

5
6
3
,9

8
3

5
9
4
,9

7
9

6
1
3
,4

3
4

6
5
1
,9

4
6

３
．

４
．

５
．

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

(D
)

1
,1

7
6
,8

2
1

2
,6

6
9
,6

8
3

3
,4

1
0
,0

2
4

2
,6

5
7
,2

5
7

2
,2

5
8
,2

0
1

3
,3

2
4
,7

5
7

3
,0

9
6
,8

6
2

3
,8

4
3
,9

8
6

3
,4

7
4
,0

8
4

1
,9

0
7
,3

6
0

1
,9

2
5
,8

1
5

2
,0

1
6
,4

6
7

(E
)

3
5
2
,0

0
2

4
7
7
,7

9
8

4
5
5
,6

2
7

4
1
8
,4

8
4

4
7
5
,7

1
8

5
6
6
,1

9
2

5
9
8
,4

5
8

6
2
3
,3

6
1

6
4
1
,8

7
5

6
7
2
,8

3
0

6
9
1
,3

2
6

7
2
9
,8

5
6

１
．

2
7
9
,7

0
8

2
7
2
,6

8
8

2
6
8
,1

3
7

2
6
2
,3

2
8

3
6
6
,3

3
6

4
1
2
,8

3
0

4
7
8
,1

7
4

4
6
1
,5

4
9

5
0
4
,4

1
8

5
9
8
,9

6
8

6
1
7
,4

5
1

6
5
1
,2

3
4

２
．

2
1
,4

6
9

8
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

３
．

４
．

5
0
,8

2
5

1
2
5
,1

1
0

1
6
7
,4

9
0

1
5
6
,1

5
6

1
0
9
,3

8
2

1
5
3
,3

6
2

1
2
0
,2

8
4

1
6
1
,8

1
2

1
3
7
,4

5
7

7
3
,8

6
2

7
3
,8

7
5

7
8
,6

2
2

(F
)

3
5
2
,0

0
2

4
7
7
,7

9
8

4
5
5
,6

2
7

4
1
8
,4

8
4

4
7
5
,7

1
8

5
6
6
,1

9
2

5
9
8
,4

5
8

6
2
3
,3

6
1

6
4
1
,8

7
5

6
7
2
,8

3
0

6
9
1
,3

2
6

7
2
9
,8

5
6

(G
)

(H
)

6
,0

0
4
,8

8
5

7
,3

5
1
,2

2
0

8
,8

4
0
,2

0
7

1
0
,2

1
0
,7

1
1

1
1
,0

0
9
,4

6
1

1
2
,2

0
1
,5

1
5

1
2
,9

9
7
,4

5
4

1
4
,2

2
5
,2

8
9

1
5
,1

6
6
,7

0
6

1
5
,3

7
7
,6

2
7

1
5
,5

7
0
,1

9
3

1
5
,7

7
6
,4

4
7

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
6
年

度
令

和
7
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
（

決
算

見
込

）

6
1
5
,6

8
1

6
1
5
,6

8
1

6
1
5
,6

8
1

6
1
5
,6

8
1

6
1
8
,3

2
4

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
1
5
,6

8
1

6
1
5
,6

8
1

6
1
5
,6

8
1

6
1
5
,6

8
1

6
1
8
,3

2
4

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

4
,3

1
9

4
,3

1
9

4
,3

1
9

4
,3

1
9

1
,6

7
6

4
,3

1
9

4
,3

1
9

4
,3

1
9

4
,3

1
9

1
,6

7
6

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

6
2
0
,0

0
0

令
和

1
1
年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

令
和

8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

令
和

1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
1
7
年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

1
2
年

度

令
和

1
2
年

度

令
和

1
3
年

度

令
和

1
0
年

度
令

和
1
1
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

令
和

8
年

度
令

和
9
年

度

企
業

債
残

高

令
和

1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
1
7
年

度

総務省様式‐8



供用開始年月日 昭 和 52 年 5 月 1 日

処理区域内人口 48,968人

計算期間 令 和 8 ～ 17 年 度

（ 10年間 ）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

886,335 1,411,661 1,411,661

0

377,105 563,499 563,499

1,263,440 1,975,160 0 1,975,160

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

7,178 14,864 8,918 5,946

14 43 43

0

49,601 63,944 38,366 25,578

5,911 9,004 4,085 4,919

62,704 87,855 51,369 36,486

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

3,779 5,687 1,411 4,276

11,192 39,347 36,440 2,907

0

0

41,498 2,218 1,109 1,109

656 784 602 182

57,125 48,036 39,562 8,474

給 料 16,482 15,855 6,132 9,723

諸 手 当 12,750 13,772 5,327 8,445

福 利 費 7,398 7,908 3,059 4,849

84,951 116,406 10,439 105,967

199,179 238,357 18,205 220,152

0

26,634 45,524 3,709 41,815

352,864 434,943 88,592 346,351

8,809 9,810 1,145 8,665

709,067 882,575 136,608 745,967

給 料 33,982 45,498 11,387 34,111

諸 手 当 27,786 40,950 7,875 33,075

福 利 費 16,268 22,172 2,854 19,318

0

15,582 30,853 20,445 10,408

94,522 102,320 6,571 95,749

188,140 241,793 49,132 192,661

72,858 229,827 138,184 91,643

387,408 556,518 223,043 333,475

0

460,266 786,345 361,227 425,118

1,477,302 2,046,604 637,898 1,408,706

41,806

1,450,512

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.973

＜使用料水準についての説明＞

　本表は、経営戦略計画期間である令和8年度から令和17年度までの10年間について、投資・財政計画（収支計画）のシミュレーション値で作成して
います。なお、シミュレーション値には、令和8年1月及び令和13年1月の使用料改定による使用料収入の増加を見込んでいます。
　原価計算の結果、使用料対象経費に対する使用料収入の割合は97.3％となりました。使用料収入で使用料対象経費を概ね賄えている状況であり、
使用料水準は適正です。

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する
観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するも
の。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に
応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

企 業 債 取 扱 諸 費

小 計

合 計 (Y)

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

小 計

資 産 維 持 費 （ Z ）

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

小 計

一

 

般

 

管

 
理

 

費

人
件
費

流域下 水道 管理 運営 費負 担金

委 託 料

そ の 他

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

人
件
費

動 力 費

委 託 料

そ の 他

小 計

修 繕 費

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

使 用 料 (X)

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

材 料 費

薬 品 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

処
理
場
費

総務省様式‐9


